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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年９月１１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年５月５日（月、祝日） １４時１０分ごろ 

発生場所 長崎県平戸市木
き

ケ津
が つ

浦
うら

東方沖 

 平戸市所在の青砂埼
あ お さ さ き

灯台から真方位１９５°６,４００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°１６.５′ 東経１２９°３２.６′） 

事故調査の経過  平成２６年５月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ ヨット ＳＥＡ
シ ー

－ＢＩＲＤ
バ ー ド

、５トン未満 

   ２８０－２８４５０長崎、個人所有 

   ９.６３ｍ（Lr）×３.５２ｍ×１.５８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１７.６５kＷ、平成３年１０月２４日（第１

回定期検査） 

Ｂ モーターボート Ｍａｍｉ
マ ミ

、５トン未満 

   ２９２－２７６８４長崎、個人所有 

   ５.９５ｍ（Lr）×２.１３ｍ×０.９５ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、７３.５５kＷ、昭和６１年６月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７０歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許 登録 日 平成８年６月２０日 

    免許証交付日 平成２３年５月２５日 

           （平成２８年６月１９日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５５歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許 登録 日 平成７年５月１８日 

    免許証交付日 平成２２年５月１７日 

           （平成２７年５月１７日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ２人（同乗者２人） 

 損傷 Ａ 船首外板に擦過傷 

Ｂ 船尾外板に凹損、船外機取付軸の折損、左舷船尾のハンドレール

に曲損、船外機、ＧＰＳプロッター等が濡損 
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 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ、乗組員Ａ１及び乗組員Ａ２ほか１人が乗り組み、船

長Ａが船体後部の操縦区画にある舵輪の前方右舷側の長椅子に、乗組

員Ａ１が舵輪後方の長椅子に、乗組員Ａ２が舵輪の前方左舷側の長椅子

にそれぞれ腰を掛け、約５～６ノット（kn）の対地速力で自動操舵に

より、平戸市平戸島東岸沖を南南西進した。 

（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船乗組員の位置 

 船長Ａは、乗組員Ａ１及び乗組員Ａ２が前方の見張りを行っており、

自らは見張りをするまでもないと思い、乗組員Ａ１と会話をしてい

た。 

 Ａ船は、木ケ津浦東方沖を機帆走で南南西進中、平成２６年５月５

日１４時１０分ごろ船首部とＢ船の船尾部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者４人を乗せ、木ケ津浦東

北東方沖の灘ノ瀬において、船尾からシーアンカーを入れ、船首を南

東方に向けて漂泊し、潮流により、南南西方へ圧流されながら、同乗

者４人が甲板で釣りを行い、船長Ｂが同乗者の仕掛けを直していた。

 船長Ｂは、衝突の約１５分前、Ｂ船の北方から南下して来るＡ船を

視認したが、その後、仕掛けを直すことに夢中になっていた。 

 船長Ｂは、同乗者の１人から、ヨットが近過ぎないかと言われ、船

尾方を見たところ、左舷船尾方５０ｍ付近を船尾付近へ向かって接近

するＡ船を認めた。 

 Ｂ船は、同乗者４人が甲板に立ち、Ａ船に対して手を振りながら、

大声で叫び、船長Ｂが機関を始動して操縦レバーを前進に入れたが、

シーアンカーが効いて前進せず、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

 船長Ｂは、Ａ船の船首部がＢ船の船尾部に乗り、Ｂ船の船尾部が沈

んで沈没の危険を感じ、同乗者３人をＡ船の船首部に押し上げ、その

後、Ａ船がＢ船から離れたので、同乗者の１人とバケツで海水を汲
く

み

出した。 

 船長Ａは、乗組員Ａ１に指示して１１８番に通報した後、Ａ船でＢ

船をえい
．．

航していたところ、海上保安部の巡視艇が到着し、Ａ船及び

船長Ａ 

乗組員Ａ１

乗組員Ａ２ 

舵輪 
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Ｂ船が巡視艇にえい
．．

航されて平戸市田平港に入港した。 

 Ｂ船の同乗者２人は、腰椎捻挫、打撲等を負った。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風速 約３～４m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 その他の事項 

 

 船長Ａは、２０歳の頃からヨットの乗船経験があり、本事故発生場

所付近の航行経験が２０回以上あった。 

 乗組員Ａ１は、ヨットの乗船経験が少なかったので、乗組員という

より、ゲストという立場であると思っていた。 

 乗組員Ａ２は、ヨットの乗船経験が豊富であった。 

 船長Ａは、本事故当時、田平港出港後に平戸瀬戸を南進中、海図及

びＧＰＳプロッターで船位や針路を確認するためにキャビンへ下りる

際、乗組員Ａ１に対し、操船を交替するように指示しており、また、

乗組員Ａ２がベテランであり、乗組員Ａ２を信頼していたので、本事故

時、船長Ａと乗組員Ａ１とが会話をしていたものの、乗組員Ａ１及び乗

組員Ａ２が見張りを行っているものと思っていた。 

 乗組員Ａ１は、船長Ａから操船を交替するように指示を受けたと思

っていなかったことから、見張りを行っているという意識がなく、船

長Ａとの会話に夢中になっていた。 

 Ｂ船は、音響信号器具として笛を備えていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、木ケ津浦東方沖を南南西進中、船長Ａが、乗組員Ａ１及び

乗組員Ａ２が見張りを行っており、自らは見張りをするまでもないと

思い、乗組員Ａ１と会話をしていたことから、Ｂ船に気付かず、Ｂ船

と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、木ケ津浦東方沖で船尾からシーアンカーを投入し、船首を

南東方に向けて漂泊中、船長Ｂが、同乗者の仕掛けを直すことに注意

を向けていたことから、接近するＡ船に左舷船尾方５０ｍ付近で気付

き、同乗者が手を振って声を出すなどの注意喚起を行ったものの、Ａ

船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、木ケ津浦東方沖において、Ａ船が南南西進中、Ｂ船が漂

泊中、船長Ａが乗組員Ａ１と会話をしており、また、船長Ｂが同乗者

の仕掛けを直すことに注意を向けていたため、両船が衝突したことに

より発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、操船を交替する場合、明確な意思表示を行って交替する
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こと。 

 ・船長は、乗組員に対して操舵や見張りに関する指示を行う場合、

各々の役割分担を明確にした上、確実に指示を行うこと。 

 ・シーアンカーを投入し、漂泊して釣りを行っている場合でも、周

囲の見張りを適切に行い、接近する船舶に対しては、有効な音響

による信号を行って注意喚起を行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐賀県 
長崎県 

平戸市 

平戸島 

青砂埼灯台 

平戸島 

木ケ津浦 

Ａ船 

約５～６kn 

灘ノ瀬 

事故発生場所 
（平成２６年５月５日  
１４時１０分ごろ発生） 

平戸市 

田平港 
平戸瀬戸 

木ケ津浦 


